
一
頁

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

漁
業
共
済
組
合
連
合
会
と
漁
業
共
済
組
合
と
の
合
併
の
制
度
の
創
設

一

漁
業
共
済
組
合
連
合
会
と
漁
業
共
済
組
合
と
は
、
合
併
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
漁
業
共
済
組
合
と
合
併
し

た
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
の
会
員
の
資
格
の
特
例
、
総
代
会
等
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第

六
十
七
条
の
八
ま
で
関
係
）

二

漁
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
漁
業
共
済
組
合
と
合
併
し
た
場
合
に
は
、
合
併
し
た
漁
業
共
済
組
合
の
地
区
に
相
当
す
る

区
域
に
限
り
、
漁
業
共
済
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
漁
業
共
済
保
険
事
業
等
に
関
す
る
規
定
に
つ
き

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
十
条
第
三
項
、
第
百
四
十
七
条
の
二
等
関
係
）

第
二

漁
業
施
設
共
済
の
実
施

一

養
殖
共
済
及
び
特
定
養
殖
共
済
の
う
ち
養
殖
施
設
に
係
る
も
の
を
漁
具
共
済
に
統
合
し
て
新
た
に
漁
業
施
設
共
済
を
創

設
す
る
と
と
も
に
、
当
該
漁
業
施
設
共
済
を
政
府
の
漁
業
共
済
保
険
事
業
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
七
条
第
四
号

、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
四
十
七
条
の
三
等
関
係
）

二

漁
業
施
設
共
済
に
係
る
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
は



二
頁

申
込
書
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
締
結
の
申
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
継
続
申
込
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
百
三
十
六
条
の
二
関
係
）

第
三

漁
獲
共
済
の
仕
組
み
の
改
善

一

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
及
び
そ
の
他
の
漁
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
漁
獲
共

済
の
区
分
を
統
合
す
る
こ
と
。
（
第
百
四
条
等
関
係
）

二

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
及
び
そ
の
他
の
漁
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
漁
獲
共

済
の
う
ち
一
定
の
団
体
を
被
共
済
資
格
者
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
内
に
お
け
る
一
定
の

中
小
漁
業
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
を
そ
の
構
成
員
に
含
む
も
の
と
す
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
条
第
一
項

関
係
）

三

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
つ
い
て
、
次
の
共
済
契
約
の
締
結
に
関
す
る
要

件
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
百
八
条
関
係
）

都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご
と
に
一
定
の
被
共
済
資
格
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
の
共
済

（一）
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
要
す
る
こ
と
。



三
頁

被
共
済
者
と
な
る
者
又
は
そ
の
構
成
員
の
営
む
漁
業
の
す
べ
て
を
一
体
と
し
た
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
要
す

（二）
る
こ
と
。

四

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
つ
い
て
、
共
済
責
任
期
間
を
都
道
府
県
知
事
の

定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご
と
に
単
一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
件
並
び
に
共
済
金
額
が
一
定
の
金
額
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
百
九
条
及
び
第
百
十
条
第
三
項
関
係
）

五

漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
等
で
あ
っ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
種
類
の
も
の
に
係
る
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約
が
締

結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
は
申
込
書
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
、
共
済
金

額
の
共
済
限
度
額
に
対
す
る
割
合
、
共
済
金
の
支
払
わ
れ
る
場
合
及
び
そ
の
共
済
金
の
金
額
の
算
定
の
方
法
並
び
に
共
済

限
度
額
又
は
単
位
共
済
限
度
額
が
当
初
契
約
が
同
一
で
あ
る
も
の
と
し
て
締
結
の
申
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
包
括

継
続
申
込
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
三
条
の
三
関
係
）

第
四

養
殖
共
済
の
仕
組
み
の
改
善

一

養
殖
共
済
の
被
共
済
資
格
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
疾
病
に
よ
る
養
殖
水
産
動
植

物
の
死
亡
を
共
済
事
故
と
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
八
条
の
二
関
係
）



四
頁

二

養
殖
共
済
の
共
済
金
額
は
、
共
済
価
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
共
済
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
共
済

契
約
で
定
め
る
金
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
二
十
条
関
係
）

第
五

特
定
養
殖
共
済
の
仕
組
み
の
改
善

一

特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
区
域
内
に
お
け
る
一
定
の
被
共
済
資
格
者
の
二
分
の
一
以
上
の

者
か
ら
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
共
済
契
約
の
締
結
に
関
す
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（

第
百
二
十
五
条
の
七
関
係
）

二

特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
、
共
済
責
任
期
間
を
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
区
域
ご
と
に
単
一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
要
件
及
び
共
済
金
額
が
一
定
の
金
額
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
百
二
十

五
条
の
九
及
び
第
百
二
十
五
条
の
十
第
四
項
関
係
）

第
六

漁
業
共
済
組
合
連
合
会
の
地
域
再
共
済
事
業
の
実
施

漁
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
会
員
が
地
域
共
済
事
業
に
よ
っ
て
被
共
済
者
に
対
し
て
負
う
共
済
責
任
を
再
共
済
す
る
地
域

再
共
済
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
四
項
、
第
百
九
十
六
条
の
十
八
及
び
第
百
九
十
六
条

の
十
九
関
係
）



五
頁

第
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
八

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


